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離職介護人材再就職準備金 
貸付制度

「離職介護人材再就職準備金貸付制度」とは
　介護福祉士などの介護の知識や経験を有する方が社会福祉
施設等に再就職する際の準備に必要な費用の貸付制度です。
　就職に必要な経費を40万円を上限に貸付けます。介護職
員として２年間業務に従事すると、貸付金は全額返還が免除
されます。



　目的

この事業は、国と県において、茨城県内の介護人材の確保を図るため、介護福祉士など介
護の知識や経験を有しながら介護職員として勤務していない人の再就職を支援するため、再
就職にあたり必要な費用を貸し付けるものです。
※貸付金は全額補助金があてられています。

　貸付対象者

平成30年度貸付対象者は、平成30年３月１日から平成30年 12月 31日までの期
間に茨城県内の介護保険サービス事業所又は施設に新たに介護職員等として就労しているア
からエのすべての要件を満たす離職後に茨城県福祉人材センターに登録している人です。

ア　直近の介護職員としての離職後、茨城県福祉人材センターに登録し、再就職まで１か月
以上経過している者

イ　茨城県内の介護保険サービス事業所等に介護職員等として再就職する者
ウ　介護保険サービス事業所等で実務経験１年以上※有する者
　　※雇用期間365日以上、介護職員業務従事期間180日以上
エ　次の①～③のいずれかの資格を有する者
　　①介護福祉士
　　②実務者研修修了者
　　③介護職員初任者研修修了者
　　（介護職員基礎研修・１級課程・２級課程を修了した方を含む）

【貸付対象者とみなされない事例】
①介護職員として従事していた介護保険サービス事業所等を退職した翌月に介護保険サービス事業

所等で介護職員等として就労するなど、事実上就労が継続している場合

②介護職員以外の業務に従事していた、又は従事する場合

　［介護職員等以外の仕事の例］サービス提供責任者、介護支援専門員、介助員等 など

離職介護人材再就職準備金貸付制度の概要
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　平成30年度の貸付申請期間

　平成30年４月５日（木）～平成31年１月31日（木）

（１）離職介護人材再就職準備金の貸付申請期間は、再就職した日の属する月から翌々月末
まで（月末日が土曜・日曜・祝日の場合はその前の平日）（必着）です。（下表参照）

（２）ただし、平成30年 12月に就職又は復帰した人は、平成31年 1月 31日が申請期
限となりますので、注意してください。

＜平成30年度申請期限＞
就職月 申請期限 就職月 申請期限

30年3月 30年5月31日（木） 30年8月 30年10月31日（水）

30年4月 30年6月29日（金） 30年９月 30年11月30日（金）

30年5月 30年7月31日（火） 30年10月 30年12月28日（金）

30年6月 30年8月31日（金） 30年11月
31年  1月31日（木）

30年7月 30年9月28日（金） 30年12月

※各期限日必着（厳守）で申請書類を提出して下さい。

　貸付額（無利子）

一人１回限り 40万円以内
※貸付上限額は変更することがあります。

【再就職準備金の対象経費の例】
・就職のために転居を伴う場合の転居費用

・転居先の賃貸物件の借り上げに伴う礼金や仲介手数料等一時的な費用（家賃、

管理費等恒常な経費は認められません）

・仕事で使用する靴、鞄、被服費、道具等の購入費用

・介護に係る軽微な情報収集や学び直しのための講習会参加経費、国家試験の

受験手数料又は参考図書購入費用

・通勤に要する移動用自転車等（申請者名義の自動車、バイク等を含む）の購

入費（買い替え、家族名義等は認められません）

・子どもの預け先を探す際の活動に必要となる費用
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　貸付金の交付について

（１）申請後、書類等の審査を経て貸付決定された方には、貸付制度説明会に参加し、貸付
契約を締結して頂きます。

（２）貸付契約締結後、申請者名義の金融機関預金口座（ゆうちょ銀行は除く）に貸付金を
振込みます。

（３）貸付金は一括で交付します。

　各種手続

（１）申請時に、連帯保証人を１名たてていただきます。連帯保証人の印鑑登録証明書及び
直近の収入を証明する書類も用意して下さい。また、申請者ご本人の住民票謄本、介護
人材であることを証する書類の写し、茨城県福祉人材センターの登録証の写しが必要と
なります。

（２）返還免除となるまでの期間中は、住所・勤務先・連帯保証人等を変更するときなど、
その都度茨城県社会福祉協議会（県社協）へ届け出が必要です。

　返還免除について

茨城県内において、介護職員として２年間業務に従事すると全額返還免除となります。

　貸付金の返還について

（１）返還免除となる要件を満たさない場合は、貸付金は返還となります。
（２）返還期間は、１年以内の期間です。
（３）返還方法は、月賦又は半年賦の均等払又は一括払いの方法のいずれかとなります。
（４）期限内に返還が終了しない場合、残金に年5.0％の延滞利子が加算されます。
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申込みから返還免除までの流れ
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※県社協で書類受理
後、審査し、貸付
の可否を決定し
ます。その間約
１ヵ月程度を要
します。

※説明会は毎月第３
火曜日（午後）に、
県社協にて行い
ます。必ずご本人
が参加し、貸付契
約を締結して下
さい。

※原則として貸付
金は一括で指定
の口座に振り込
みます。

２年間業務従事

返　　　　　還

※転職・転居等の変更事項が生じた場合や、返還猶予事由・返還免除事由に該当する場合
には、速やかに届出・手続きを行ってください。

所定期間を満たさず介護業務を辞めた等の場合に

は、「返還」となります。
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就職が内定しましたが、勤務は来月から開始します。内定の段階で申し込むことは
できますか。

勤務を開始してから、申し込み下さい。

以前レストランに勤務していたが、介護福祉士の資格を取得し、茨城県内の介護保
険サービス事業所に勤務することになった。申込みできますか。

再就職前に、介護保険サービス事業所等に介護職員として１年以上勤務した経験
がないと申込みの対象にはなりません。

Ｑ３．貸付金の使途を証明する領収書などの提出は必要ですか。

申請する際、使途を相違なく明記いただければ、領収書等は必要ありません。た
だし、貸付金の使途に疑義がある場合は、確認させていただくことがあります。

Ｑ４．「実務経験を１年以上」とはどういうものですか。

休暇等を含めて、年間の雇用時間が実態として「通算365日以上」で実際介護
等の業務に従事した期間が「180日以上」確保されている状態です。
実態として１年以上となっているか、勤務先に確認して下さい。

Ｑ＆Ａ

Ｑ１．

Ｑ２．
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平成 30 年度
離職介護人材再就職準備金
貸付申請者募集要項



１　貸付対象者

平成30年３月１日から平成30年 12月 31日までに、茨城県に登録されている「介
護保険サービスを提供する事業所又は施設」に介護職員等として就労し、次の（１）～（４）
全ての要件を満たしている方が対象です。

（１）直近の介護職員として離職後、茨城県福祉人材センターに登録し、再就職まで1ヶ月
以上経過している者

（２）茨城県内の介護保険サービス事業所等に介護職員として再就職する者
（３）介護保険サービス事業所等で実務経験１年以上 ※有する者

※部分注記：雇用期間365日以上、介護職員業務従事期間180日以上

（４）次のア～ウのいずれかの資格を有する者
ア　介護福祉士
イ　実務者研修修了者
ウ　介護職員初任者研修修了者（介護職員基礎研修・１級課程・２級課程を修了した方
を含む）

2 申請期間　

平成30年４月５日（木）から平成31年１月31日（木）　

（１）上記の期間中、随時受付けます。再就職した日の属する月から翌々月末※【必着】（下
表参照）までに申請して下さい。
※月末が土曜・日曜・祝祭日の場合はその前の平日です。

（２）ただし、平成30年12月に就職した人の申請期限は平成31年1月31日（木）まで。
＜平成30年度申請期限＞
就職・復帰月 申請期限 就職・復帰月 申請期限

30年3月 30年5月31日（木） 30年8月 30年10月31日（水）

30年4月 30年6月29日（金） 30年９月 30年11月30日（金）

30年5月 30年7月31日（火） 30年10月 30年12月28日（金）

30年6月 30年8月31日（金） 30年11月
31年  1月31日（木）

30年7月 30年9月28日（金） 30年12月

※各期限日必着（厳守）で申請書類を提出して下さい。
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３ 貸付金額【無利子】

１人１回限り 40万円以内
※貸付金額の上限は変更する場合があります。

４ 申請方法

離職介護人材再就職準備金貸付を申請しようとする方は、【別表１】の１から９の書類を
揃えて、茨城県社会福祉協議会（以下「県社協」という。）へ提出してください。

【別表１】申請に必要な書類等
番号 提出書類 様式等 留意事項等

１ 離職介護人材再就職
準備金貸付申請書

第３号様式 ・証明写真縦４㎝×横３㎝を貼付してください。（無
修正に限る）
・連帯保証人の所得証明書類・印鑑登録証明書
　（３ヶ月以内に発行されたもの）を添付
※連帯保証人が１名必要です。（連帯保証人の要件
は次のとおりです。）

ア　独立の生計を営む成年
イ　申請者が未成年の場合は法定代理人であること。

２ （申請者）
・住民票謄本

― ・世帯全員の住民票（３ヶ月以内に発行された世帯主・
続柄記載のあるもの）
※マイナンバー及び本籍地の記載は不要です。

３ 雇用証明書 第５号様式 ※就労した事業所、施設等において作成してください。

４ 介護職員業務従事期
間等証明書

第６号様式 ※就労していた事業所、施設等において証明してもらっ
てください。

５ 再就職準備金利用計
画書

第７号様式 ・再就職に要する費用等を記載してください。

６ 茨城県福祉人材セン
ター登録証の写し

―

７ （連帯保証人）
・印鑑登録証明書
・所得証明書

市町村が発行す
るもの

８ 資格証明書等の写し ―

９ 申請チェックリスト ―
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５ 貸付決定及び貸付契約

（１）提出された申請書類等を県社協で審査のうえ貸付の適否を決定し、結果をお知らせし
ます。（申請いただいても貸付けできない場合があります。）

（２）貸付決定後は、貸付契約の手続きが必要です。修学資金等借用証書、振込口座申込書
等の書類を送付しますので、貸付制度説明会（毎月第３火曜日の午後実施）に参加し ､県
社協へ提出して下さい。

（３）申請者の印鑑登録証明書を添付した修学資金等借用証書の提出をもって貸付契約が成
立します。

６ 貸付金の交付

貸付金は、提出いただいた振込口座申込書に記載の金融機関（ゆうちょ銀行を除く）へ一
括で交付します。

７ 貸付金の返還について

返還の免除事由に該当する場合を除いて、貸付金は1年以内（返還猶予を受けた期間が
あるときはこの期間をあわせた期間）に、月賦、半年賦の均等払、または一括払の方法によ
り返還していただきます。　
※返還期日までに返還しなかったときは、年5.0 パーセントの延滞利子が発生します。

８ 返還の免除等

県内の介護保険サービスを提供する事業所又は施設において介護職員等として就職し、引
き続き２年間業務に従事したとき、返還債務が免除されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

９ その他

申請後、何らかの事情により貸付けが不要となった場合は、貸付契約を解除します。貸付
辞退届を提出して下さい。
また、介護等の業務に従事しなくなった等の場合なども、貸付契約が解除されます。速や

かに県社協へご連絡下さい。
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様式集
～離職介護人材再就職準備金貸付制度～

※申込書類記入上の注意

※申請書に貼付する写真についての注意事項

申請書　 記入例

雇用証明書　 記入例

介護職員業務従事期間等証明書　 記入例

再就職準備金利用計画書　 記入例
あて名ラベル

チェックリスト

申請書

雇用証明書

介護職員業務従事期間等証明書

再就職準備金利用計画書

辞退届

















































地 図 ア ク セ ス

※土日・祝及び年末年始は休みです。
（平日午前9時から12時、午後1時から5時まで）
TEL：029-350-8366／FAX：029-244-4652

〒310-8586
茨城県水戸市千波町1918番地　茨城県総合福祉会館3階

社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
福祉人材・研修部（人材自立育成担当）

お問い合わせ先

■バス …… JR 水戸駅北口 6番乗り場から、関東鉄道バス【石岡・鉾田・
小川・平須・県自動車学校・奥ノ谷坂上・県庁バスターミナル・
水戸医療センター・植物公園・市立競技場】行きの「総合福
祉会館前」下車（乗車時間　約20分）。

■車 ……… 常磐自動車道水戸ICから国道50号バイパスを大洗方面へ
約10㎞。または、北関東自動車道水戸南ICから国道50号バ
イパスを笠間方面へ約7㎞。

検索茨城県社会福祉協議会　離職介護人材

ホームページ　http://www.ibaraki-welfare.or.jp/

又は


